
　地域の活性化と景観の保全を目的として、今年度より市内の空き家を有効活用する「空き家バンク」
制度を始めます。

こんな方に登録をお勧めします！

ホームページアドレス▶http://www.city.kasama.lg.jp/dir.php?code=3422

・�息子夫婦と同居が決まって、今の自宅をどうしようか悩んでいる。
・笠間市で田舎暮らしがしたい。　など

笠間市空き家バンク制度を始めました

　売却や賃貸を希望する所有者から申し込みを
受けた空き家の情報を登録し、笠間市に定住ま
たは定期的な滞在を目的とする方に空き家の情
報を提供する制度です。

空き家バンクとは

　市内にある空き家の所有権を有する方で、売
却または賃貸を希望する方。

空き家の売却・賃貸希望者

　所定の申込書が市役所本所まちづくり推進課
にあります。また、市のホームページからもダ
ウンロードできますので、必要事項を記入のう
え、まちづくり推進課まで提出してください。

申し込み方法

　市内に居住を目的として建築し、現に居住し
ていない、または近く居住しなくなる予定の建
物です。
※�賃貸または分譲を目的として建築されたもの

は除きます。

登録できる空き家とは

　笠間市に定住または定期的な滞在を目的とし
て、笠間市空き家バンクに登録された空き家の
利用を希望する方。

空き家の利用希望者

　物件の売買、賃貸借に関する交渉や契約等の
仲介は原則、笠間不動産業者会に依頼するため、
市は関与しませんので、あらかじめご了承くだ
さい。

空き家バンク契約方法
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主な支援
☆空き家調査（現地確認）
☆空き家物件登録
☆空き家情報公開
☆利用希望者登録
☆登録者・利用者へ連絡・調整

☆ 物件の売買・賃貸借に関する
交渉契約等の仲介

空き家募集

利用登録申込登録申込

情報発信

連絡・調整

仲介・契約

連絡・調整

仲介・契約

依頼

　空き家バンク制度を利用して、笠間市への移住を支援するため、空き家バンク
に登録されている空き家を修繕する方および空き家を取得または賃借する方に対
し、予算の範囲内において、笠間市空き家活用支援補助金を交付します。

【対象者】
・空き家バンク登録物件の所有者
・�空き家バンク登録物件への入居者（笠間

市に住民登録をする新規転入者）
【補助金】
　修繕費の2分の1以内（50万円を限度）

【対象者】
・�空き家バンク登録物件への入居者（笠間市に住民登録を

する新規転入者）
【補助金】
　（購入の場合）取得対価の3％以内（30万円を限度）
　（賃貸の場合）家賃2か月分に相当する額（10万円を限度）

笠間市空き家活用支援補助金制度のご案内
笠間市への移住を支援します！

買いたい！
　借りたい！

売りたい！
　貸したい！

空き家の修繕のために！

空き家の購入資金として！
空き家を借りるために！

【問合せ】まちづくり推進課（内線537）

空き家の修繕に関する補助金 空き家の利用に関する補助金

笠間市空き家バンク制度のしくみ

笠間市

笠間不動産業者会
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